
 

尾張西部生態系ネットワーク協議会規約 

 

   第１章 総則 

 

 （名称） 

第１条 本会は、尾張西部生態系ネットワーク協議会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、尾張西部地域において「生態系ネットワークの形成（生きものの生

息・生育空間を適正に配置し、つながりを確保すること）」を推進するとともに、

本地域で活動する多様な団体の取組を有機的につなげ、協働する仕組みを構築するこ

とにより、将来にわたって生物多様性の確保に寄与することを目的とする。 

２ 尾張西部地域とは、名古屋市、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、

清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛

島村を指す。 

 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）生態系ネットワーク形成の推進 

（2）地域づくりの推進 

（3）生態系及び環境に関する教育の普及 

（4）生物多様性の保全及びその持続可能な利用に関する調査研究 

（5）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 会員 

 

（会員等） 

第４条 本会は、本会の目的に賛同して入会した団体をもって構成する。 

２ 本会は、科学的助言を得るために、会長の指名によりアドバイザーを置くこ

とができる。 

３ 本会は、円滑な事業の実施を図るために、会長の指名によりオブザーバーを

置くことができる。 

４ 本会は、サポーター枠を設け、個人はサポーターとして会に属することとす

る。 

 

（入会） 

第５条 本会の会員になろうとする者は、本会の目的に賛同し、入会の意思を示

した書面を会長へ提出し、会長の同意を得るものとする。 

（退会） 



第６条 会員が本会を退会しようとするときは、退会の意思を示した書面を会長

に提出するものとする。 

 

２ サポーターにおいては、1 年間応答がない場合に限り自動退会とする。 

  

第３章 役員 

 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 

(2) 副会長 １～２名 

(3) 幹事団体  若干 

(4) 監事団体  若干 

２ 会長は、会員の互選とし、その他の役員は会長が指名する。 

 

（職務） 

第８条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代行する。 

３  幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の運営にあたる。 

４ 監事は、本会の会計を監査する。 

 

（任期） 

第９条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する最終の会計年度の末日までと

する。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任することができる。 

 

第４章 会議 

 

（種別） 

第１０条 本会の会議は、総会、幹事会及び分科会とする。 

 

（総会） 

第１１条 総会は、次の事項を議決する。 

(1) 事業計画及び予算の決定 

(2) 事業報告及び決算の承認 

(3) 規約の改正等、その他必要と認める事項 

２ 総会は、毎年度１回開く。ただし、会長が必要と認めたとき、又は会員の３

分の１以上の要求があったときに臨時にこれを開く。 

３ 総会は、会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。 



４ 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席した会員の過半数の同意

をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、

議決権は各会員一票とする。 

５ やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された

事項について、書面をもって表決し、又は出席する他の会員に表決を委任する

ことができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したも

のとみなす。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

 

（幹事会） 

第１２条 本会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。 

３ 幹事会は、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 規約及び事業計画等に係る軽微な事項 

(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

４ 幹事会は、会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。 

５ 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立し、出席した過半数の同意をも

って議事を決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。ただし、議決

権は各幹事一票とする。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることがで

きる。 

 

（分科会） 

第１３条 本会に、必要に応じて分科会を置くことができる。 

２ 分科会は、会長が指名した者により構成する。 

３ 分科会に分科会長を置く。 

４ 分科会長は、分科会構成員の互選による。 

５ 分科会は、分科会長が招集する。 

６ 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会構成員以外の者の出席を求

めることができる。 

 

（議事録） 

第１４条 総会の議事については、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議において議長が指名し

た議事録署名人が署名する。 

 

（事務局） 

第１５条 事務局は会長が指名する団体に置く。 



第５章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第１６条 本会の運営のための資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 受託金 

(2) 補助金 

(3) 会費 

(4) その他の収入 

２ 会費は、会員企業より年１回徴収する。会費の額の変更は、本会活動の持続

可能性に鑑み幹事会において決定し、総会の承認を得る。 

 

（資産の管理） 

第１７条 資産は、事務局が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。 

 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章 規約の変更 

 

（規約の変更） 

第１９条 この規約は、総会において、出席した会員の過半数の同意により変更

することができる。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２８年１１月２２日から施行する。 

２ 最初の役員の任期は、第９条第 1 項の規定にかかわらず、平成３１年３月３

１日までとする。 

附 則 

１ この規約は、平成３１年２月２８日から施行する。 

２ 第１６条第２項の会費は、年間 50,000 円とする。 

附 則 

１ 令和６年３月１８日、第４条４項、第６条２項を追加し施行する。 

 

  



協 議 会 構 成 団 体 

大同大学 

愛知県立佐屋高等学校 

学校法人長沢学園 木田幼稚園 

特定非営利活動法人愛知環境カウンセラー協会 

特定非営利活動法人祖父江のホタルを守る会 

特定非営利活動法人トンボと水辺環境研究所 

特定非営利活動法人れんこん村のわくわくネットワーク 

愛知県下水道科学館ビオトープの会「ビオピース」 

海部地域・淡水魚水族館 

一宮平成ホタルの会 

尾張自然観察会 

T・海部野川 

名古屋市水辺研究会 

日本野鳥の会愛知県支部 

びおっこの会 

ビオトープ・ネットワーク中部 

Longhill Net 

公益財団法人愛知公園協会 

チーム YMO（農業文化園・戸田川緑地） 

株式会社イチテック 

Ａ＆Ａ下水道科学館 

エスペックミック株式会社 

株式会社加藤建設 

ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 稲沢サイト 

豊田合成株式会社 

宮田用水土地改良区 

株式会社山田組 

株式会社日建コンサルティング 

戸田建設株式会社 

あまロータリークラブ 

リリオの会 

名古屋市 

津島市 

稲沢市 

愛西市 

北名古屋市 

あま市 

大口町 

大治町 

飛島村 

一宮市 

江南市 

岩倉市 

清須市 

弥富市 

豊山町 

扶桑町 

蟹江町 

愛知県 

以上 49 団体 

令和６年２月１日現在 



オブザーバー 

(研究機関等) 

愛知教育大学名誉教授 芹沢俊介氏 

愛知県農業総合試験場 

(連携機関等) 

国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

｢なごや環境大学｣実行委員会 

藤前干潟協議会 

（なごや生物多様性保全活動協議会） 

 


